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平成27年５月12日 

各 位 

会 社 名 株式会社ノーリツ 
代 表 者 名 代表取締役社長  

 兼 代表執行役員 國 井 総 一 郎 
（コード ５９４３ 東証第1部） 

取 締 役 
問 合 せ 先

兼 常務執行役員 
小 関 良 之 

 （電話番号 ０７８－３９１－３３６１）

 

 

内部統制システム構築に関する基本方針の改定について 

 

当社は、平成18年５月23日開催の取締役会において決議した内部統制システム構築に関する基本方針について、

この度、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」

（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことを踏まえて、平成27年５月12日開催の取締役

会において、下記のとおり改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。（変更箇所は下線で示して

おります。） 

 

記 

 

１．役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   
① 当社グループは、コンプライアンスを法令、定款、社内規程および社会規範等の遵守も含めた「企業倫理

の遵守」と定義し、当社グループの役員および従業員を対象に「ノーリツグループ行動基準」を制定して、

その遵守を図る。 
② 当社グループ全体のコンプライアンス統括責任者として企業倫理担当役員（ＣＣＯ）を選任し、コンプラ

イアンス経営を推進する。 
③ 当社グループの各部門長をコンプライアンス責任者とする。当該責任者は、各部門におけるコンプライア

ンス活動を推進し、報告を受けたコンプライアンス違反またはそのおそれのある行為を発見した場合、法

務担当部門に報告するとともに、当該行為の是正、解決を図る。 
④ 法務担当部門は、当社グループ全体のコンプライアンス推進・統括を担い、当社グループの役員および従

業員に対する教育、各部門への指示等を行う。 
⑤ 内部通報制度として「ノーリツホットライン」を設置し、法令違反のみならずコンプライアンスに関する

疑義について当社グループの役員および従業員が情報提供・相談できる体制を構築する。 
⑥ 財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。 
 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 
当社は、①株主総会議事録、②取締役会議事録、③監査役会議事録の法定作成文書をはじめ、④当社委員会・

会議等の各議事録、⑤決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基

づいて、文書（電磁的記録を含む）により保存する。また、保存期間および保存部門は同規程において定める。 
 

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 
① 当社グループは、「品質保証委員会」および「ＣＳＲ委員会」等において、当社グループ全体の事業活動推

進にあたって想定されるリスクについて評価し、対応方針・具体的対策等を検討して各部門へ指示等を行

う。特に、品質問題については品質保証担当部門が当社グループ全体の品質保証業務を横断的に統括管理

し、迅速・正確に問題の解決を図る。 
② 「危機管理規程」を制定し、企業リスクを事前に回避するとともに、被害発生時にその損害額を最小化す
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るために、全社リスク統括責任者である管理本部長を中心として、当社グループ全体のリスク管理体制構

築の活動を推進する。 
③ 監査担当部門が各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ代表取締役を通じ

て取締役会に報告し、改善策が講じられる体制を整備する。 
 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 
① 当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的

な施策を効率的に策定できる体制を構築する。 
② 経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に

則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会および経営会議等

の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。 
③ 執行役員制度を導入することにより経営の意思決定、監督と職務執行の機能を明確に分離し、取締役の機

能強化ならびに職務の効率性を確保する。 
 
５．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

 

① 当社子会社の取締役は、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事故もしくは事件等が発生、または発生を予

見した場合、「関係会社管理規程」などの社内規程に基づいて、直ちに関連当事者および関連部門へ報告す

る。 

② 当社子会社の取締役は、営業成績、財務状況、および「関係会社管理規程」などの社内規程に定められた

その他重要な情報につき、定期的に関連当事者または関連部門へ報告する。 

 

６．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 経営企画担当部門は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案・推進を行う。 

② 当社子会社は、当社と協議して決定した戦略に基づき、政策立案・活動を行う。 

③ 当社子会社に対する支援業務および管理業務は、「関係会社管理規程」に基づき、所定の当社部門が行う。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

 
監査役より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役の職務を補助する期間・必

要人数を確認し、適任者を選定して、監査役会の承認の上で当該使用人を任命する。 
 

８．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項 

 

① 監査役会は、「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づき、当該使用人の取締役からの独立性に関

する体制の内容について決議し、当該体制を整備するよう取締役に対して要請する。 
② 補助期間内における当該使用人への指示・命令・評価は監査役会が行う。 
③ 当該使用人は、監査役の職務補助を専任として行う。ただし、監査役会の同意を得て兼任させることがで

きる。 
 

９．取締役及び使用人並びに子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役

に報告するための体制 

   

① 各監査役は、取締役会への出席はもちろん、その他の会議への出席権限を有し、取締役および使用人は、

当社経営に重大な影響をおよぼす可能性のある事項については、当該会議において監査役に報告する他、

緊急を要する場合は、その都度監査役に報告する。監査役は必要に応じ、いつでも、取締役または使用人

に対して報告を求めることができる。 
② 監査役会は、「監査役会規程」に基づき、取締役に対し、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
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その他の監査役への報告に関する体制の整備を要請する。 

③ 「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、企業倫理担当役員は、ノーリツグループ全体の内部通報に

ついての調査結果を、適宜、監査役に報告する。 

 

10．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

  

① 当社は、監査役に報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇、不当な

処分を行わない。 

② 当社グループ全体のコンプライアンス違反を通報した者は、「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、

不利益な処遇、不当な処分を一切うけず、不利益な処遇、不当な処分を行った者は、就業規則により懲戒

に処する。 

 

11．監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又

は債務の処理に係る方針に関する事項 

   

監査役会は、「監査役監査基準」に基づき、職務上必要と認める費用についてあらかじめ予算計上しておくこ

とが求められ、緊急又は臨時に支出した費用であっても、事後、償還を請求することができる。 

 
12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 
監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、監査担当部門とは適

宜、内部監査の計画・結果等について報告を求め、助言および意見交換を行う。 
 

  13．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

 
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会

的勢力からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。 
 

以上 


